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糖
策
斉
L
'
十
八
号

三
朝
町
職
長
の
給
与
把
的
す
る
条
例
の
蒜
改
正
把
つ
い
て

次
の
と
晋
三
朝
町
芸
の
讐
妊
-
る
条
例
〃
蒜
を
改
-
る
こ
と
-
い
て
,
地
雷

治
法
(
暗
和
二
十
二
年
琵
-
十
七
号
)
-
十
六
-
蒜
の
-
-
り
,
本
署
の
賢

を
求
め
る
｡

呼
称
g
)
十
九
年
L
J
月
十
二
日

三

朝

町

長

　

飯

　

村

　

蕎

　

成

由
相
違
九
年
大
月
姶
或
8
歳
審
可
決
､

三
朝
町
或
金
銭
長
牧
田
嶺



i

一

イ

　

　

●

三
朝
町
条
例
集
　
　
　
号

三
朝
町
職
長
の
給
与
に
関
す
る
条
例
警
部
を
改
正
す
る
典
例

二
二
朝
町
-
の
-
把
-
る
条
例
(
昭
和
二
十
<
警
二
朝
町
条
例
第
二
十
五
号
)
の
蒜
霊

の
よ
う
に
改
正
す
る
｡

附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
｡

〃
　
別
表
弟
三
及
び
別
喪
第
四
の
規
定
の
昭
和
四
十
九
年
度
に
お
け
る
適
用
に
つ
い
て
は
･
こ
れ
ら

の
規
定
托
抱
げ
る
給
料
月
額
は
,
い
づ
れ
も
,
そ
の
軒
に
首
舟
の
首
十
を
乗
じ
て
碍
恕
額
言
の

乗
じ
て
得
た
執
芸
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
曹
誓
こ
れ
を
切
｡
捨
て
た
廟
)
と
す
る
｡

附

　

　

則

　

　

　

　

　

　

　

　

　

′

(
施
行
期
日
等
)

′
　
こ
還
御
琴
曲
希
署
か
孟
汚
し
,
豊
壌
-
勘
町
収
集
露
草
婿
野
鳥
秦
野
(
城

下
{
改
正
錬
芸
例
｣
と
い
う
･
 
｡
)
の
親
米
-
土
･
･
g
恭
助
十
九
年
叫
月
盲
か
ら
適
用
す
る
○

嘗

額

等

)

■

虹

■

　

　

L
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l
軒
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t

･
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､

.

｣

三

､

 

q

ノ

T

t

t
.
.
I

.∫

…
凄
髪
愚
欝
静
粛
糊
縫
　
-
滑
等
長
嶺
-
望
三
朝
町
職
負
の
給
登
時
明
ず
る
慮
潮
蒜
下

r
改
正
前
の
条
例
｣
と
い
う
｡
)
の
裁
定
に
よ
り
､
職
乾
軒
等
痕
の
最
高
の

月
鞄
を
受
け
る
磯
負
の
義
正
後
の
粂
例
の
規
定
托
よ
る
帝
z
z
l
推
知
ゆ
る
給
料
. EMi.:, t∴y; 超

え
る
給
料

れ
を
受
け

る
期
間
に
鞄
井
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
勘
闇
は
.
町
娩
胤
や
定
め
慈
幹

子
晦
和
四
十
九
年
甲
月
二
日
か
ら
こ
の
条
例
の
施
行
G
B
B
Q
,
由
目
鼻
で
必
閑
疫
お
い
て
･
改
正
前

の
条
例
の
規
定
に
よ
&
.
新
鹿
に
給
料
表
の
適
用
を
夷
け
る
こ
と
と
毎
夏
職
員
及
び
そ
､
の
属
す

る
職
務
の
等
級
又
は
そ
の
受
け
る
号
給
若
し
く
は
給
料
月
額
綻
兵
動
の
あ
っ
た
稔
負
の
う
ち
,
職

義
芸
級
.
の
霊
の
骨
､
警
慧
る
給
料
月
-
受
け
る
職
-
改
正
後
の
条
例
の
親
-
よ
溝

当
啓
適
用
又
は
展
動
富
に
お
汁
る
給
料
月
額
及
び
-
を
衰
叶
る
と
と
と
な
る
期
軸
は
･
町
長

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
｡

(
給
与
の
内
払
)

事
　
職
員
が
改
正
前
の
象
例
の
規
定
に
基
づ
い
て
,
暗
和
四
十
九
年
由
月
言
以
後
の
舟
ど
し
て
支

給
を
受
け
た
給
与
は
､
ぞ
れ
ぞ
れ
＼
･
改
正
後
の
条
例
め
顔
定
に
よ
る
給
与
の
内
払
と
み
な
す
｡

(
町
親
別
へ
9
委
任
)

.
瀬
触
警
蒜
か
ら
節
軍
費
博
昭
定
め
る
も
芸
ほ
か
､
こ
む
条
例
の
独
行
托
関
し
必
要
な
事
項

は
､
町
親
勉
膏
血
零
単
為
｡
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